様式第29号
	 県立高校入試の自己申告書について


                                  　        　　　　鳥取県教育委員会
　学校を長期間欠席したことがある生徒は、「自己申告書」を高等学校に提出することができます。
１ 「自己申告書」を提出できる生徒


(1)
第３学年の欠席日数が原則として５０日以上の生徒


(2)
第３学年の欠席日数が５０日までにはならないが、次のいずれかに該
　　当する生徒
　　ア　適応指導教室、児童相談所などに長期間通ったことがある生徒
　  イ　学校の保健室・相談室や病院に長期間通ったことがある生徒
　  ウ　第１学年又は第２学年の欠席日数が原則として５０日以上の生徒
２ 「自己申告書」の提出
　(1) 用紙は、担任の先生からもらってください。
(2) 「自己申告書」には、学校に行けなかった理由、高等学校で学びたいこと、将来の希望などを書いてください。
(3) 書き終えたら、必ず保護者の方に見てもらい、封筒に入れ、封をして中学校に提出してください。
　(4) 中学校はそのまま高等学校に提出します。
３ 「自己申告書」の取り扱い
　(1) 提出を受けた高等学校は、生徒個々の事情に応じた配慮をします。
(2) 「自己申告書」を提出すると、その記載内容等について、もう少しくわしく知りたいと高等学校が判断した場合には、全員が受ける面接とは別に、個人面談が行われることもあります。
	わからないことは、中学校又は鳥取県教育委員会事務局高等学校課に問い合わせてください。
【鳥取県教育委員会事務局高等学校課】
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